
平成平成平成平成 22229999 年第年第年第年第１１１１回定例会回定例会回定例会回定例会    産業建設産業建設産業建設産業建設常任委員会記録常任委員会記録常任委員会記録常任委員会記録    

開 催 

日 時 

開会：平成 29 年２月 28 日 午後３時 21 分 

散会：平成 29 年２月 28 日 午後５時 15 分 
招集場所 第１委員会室 

付 託 

事 件 

議案第 20 号 平成 28 年度西予市一般会計補正予算(第 8 号)  

議案第 24 号 平成 28 年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算 

(第 3 号) 

議案第 25 号 平成 28 年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算 

(第 4 号) 

出 席

委 員 

小 野 正 昭 小 玉 忠 重 信 宮 徹 也 加 藤 美 香 

源 正 樹 二 宮 一 朗 宇都宮 明宏 

説明員 

産業建設部  

部長 二 宮  紀 夫 

産業建設部下水道課 

課長 時 谷 正 

産業建設部林業課  

課長 三 瀬 計 浩 

明浜支所産業建設課  

課長 岩 瀬 布二夫 

明浜支所産業建設課 

課長 山  下   玉 

野村支所産業建設課  

課長 辻  信 一 

城川支所産業建設課  

課長 山 師  義 男 

三瓶支所産業建設課 

課長 滝 野  広 明 

産業建設部下水道課 

課長補佐 松 下  徳 隆 

産業建設部林業課  

課長補佐 中城 多喜江 

産業建設部建設課  

課長補佐 高 橋  克 也 

産業建設部建設課  

課長補佐 水 野  直 樹 

傍聴者 

小玉副委員長 

小野委員長 

小玉副委員長 

二宮産業建設部長 

小玉副委員長 

小野委員長 

和氣経済振興課長 

小野委員長 

宇都宮委員 

再開 午後０時 57 分 

開会宣告を行うと共に、委員長に進行を促す。 

挨拶を行う。 

二宮産業建設部長に挨拶を促す。 

挨拶を行う。 

議案審査前の諸注意を行う。委員長に進行を促す。 

【経済振興課】 

議案第 20号 平成 28年度西予市一般会計補正予算(第 8号)につ

いて、経済振興課より説明を求める。 

議案第 20号 平成 28年度西予市一般会計補正予算(第 8号)につ

いて、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は

ございませんか。 

54 頁、「文化の里休憩所リノベーション事業」なんですけれども、

ここのまず現状、トイレはどうなっているか現状を把握されて

いないですか。 
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竹内経済振興課長

補佐 

宇都宮委員 

竹内経済振興課長

補佐 

宇都宮委員 

和氣経済振興課長 

宇都宮委員 

二宮委員 

休憩所のトイレの現状についてお答えいたします。男女のトイ

レがございまして、こちらについては休憩所を開設、開館して

いる時間についてはご利用ができるような状況になっておりま

す。以上でございます。 

私の聞き方がわるかったのかもしれませんが、トイレが洋式に

なっているか、そこいらへんのことをもうちょっと教えていた

だいたらと思いまして。 

失礼しました。トイレが洋式かどうかお答えいたします。現状、

和式のトイレのみとなっておりまして、※今回のリノベーション

では、ちょっとここのトイレまでは改修をかける予算は取って

おりません。 

これは西予市、特に宇和のところ、全体に余所から来た観光客

のお客さんがトイレに対する苦情がかなり多いんですよね。そ

ういう意味では、できるならここを、トイレを最優先にすべき

じゃないのかなと考えておりますし。そういう声も議員の中か

ら多いと思います。これは、難しいのかもしれないですけれど

も、積極的にトイレの改修について考えなおしていただけない

かどうか、ちょっとお伺いをいたします。 

先ほど、全体協議会の中でもトイレの関係は出ておりましたの

で、私共もそのことは気になっておりました。ですが、この拠

点整備の交付金につきましては、この案で事業の採択を受けて

おりますので、今後につきましてトイレ整備等の関係につきま

して洋式トイレに切り替えるよう考えていきたいと思っており

ます。また、現在米博物館のほうもリノベーションをしており

ますが、その中の一部につきましても和式の分を洋式に変える

方向で考えているところでございます。 

この交付金を使えないのは仕方ないのかもしれないんですけれ

ども、トイレの重要性というのは本当に大切なものだと思いま

すので。ことによったら、一般財源を使ってでも早急にそれを

直す方向を考えていただいたらと思います。 

40 頁の「ふるさと就業創出奨励事業」なんですけれども、いま

課長のご説明で高校に関しては市内の３つの高校にご案内した

というお話だったんですが、周辺の高校に行かれている人もあ

るのではないかと思うんですよね。全国大会の出場の奨励金が

あるじゃないですか、垂れ幕・懸垂幕とか。ああいう時にも、

余所の市外の高校に行かれていた人がもらっていた人が何人か

今までにもあって、前三好市長にも言ったことがあるんですが、

そのあたり、ちょっと気を配らないと漏れますよ、という話を

したんですけれども。そういう、周辺の高校に行かれていてこ

っちに就職されているとかいう場合もあるのではないかと思う

2



和氣経済振興課長 

二宮産業建設部長 

二宮委員 

信宮委員 

和氣経済振興課長 

んですが、その点はどうでしょうか。 

只今の二宮委員の質問でございますが、西予市以外の高校につ

きまして直接チラシの配布という形はしておりませんが、ホー

ムページと市内放送等により呼びかけをして、現在の状況にな

っているところでございます。実際に、市外におられて、学校

におられて、こちらのほうへ帰ってくる場合もありますので、

その点も重々ＰＲをしていきたいなと思っております。今回の

事業、28 年度はじめての取り組みでございまして、要綱づくり

から若干遅れた点もございまして、配慮がなかなか行き届かな

かった部分もありますけれども、各いろんな情報等、学校の先

生・同級生等に関しまして連絡をいただきまして、西予市内に

就職しておられる方につきましてはある程度くまなく調査でき

たかなと思っております。今回減額している分で、もし漏れが

あったらいけないということで、２名分だけ今回予算を残させ

ていただいているのが現状でございます。答弁とさせていただ

きます。 

若干補足させていただきますけれども、この事業、市単独事業

で実施をしておりますので、できるだけ柔軟な対応をさせてい

ただいております。４月の時点でとか、あるいは５月の時点で

申請がなかったものを受け付けないというものではなく、その

年度内において申し出があったときには対応するような体制を

取っておりますので、ご指摘いただいたように、かなり市外の

高校へ通われている方もおられる現状でございますので、今後

その辺にも十分留意しながら取り組んでまいりたいというふう

に思っております。以上でございます。 

私も、３年間で 36 万円という貴重な財源をね。いい事業じゃな

いかなと思いますので。一番は、市内の事業者に案内をされて

照会・確認をすれば一番いいのではないかなと思いますので。

また、新年度も当初予算にも載っていると思いますので、そう

いうところ、気を付けてやっていただきたいなと思います。 

45 頁の「せいよを売り込むプロジェクト」なんですけれども、

これは見本市が大阪や東京であると思うんですが、そういうも

のに品物を持っていったりするというところのお金ではないか

と思うのですが、毎回行かれる方は割とやり方もわかっておら

れるのでいいのですが、中には「行きたいがどうやったら行け

るのだろう」という方もいらっしゃいますので。そのあたりの

周知はどういう方法を採られているのかなと思いまして。なか

なか皆さんには行き届いていないんじゃないかなと思う時もあ

るんですけれども。 

只今の信宮委員の質問ですが、経済振興課におきまして「メー
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信宮委員 

和氣経済振興課長 

小野委員長 

小野委員長 

三瀬農業水産課長 

小野委員長 

二宮委員 

リングリスト」というのを作成しています。いろんな異業種の

方、市内の業者の方、今までにお会いした方につきましては全

てメーリングリストに登録をさせていただきまして、新しいイ

ベントがあればそのメーリングリストに、一斉にダイレクトメ

ールで送付するようにしています。その中から希望される方々

が応募される、という形を採っているので、まだまだ、それ以

外につきましてもホームページ等でもお知らせをしているとこ

ろでございますが、幅広く異業種の方にＰＲを今後もしていき

たいなと思っております。 

メーリングリストに登録されている方は、割と情報がすぐ流れ

るということですか。 

そのとおりです。 

ほかに質疑はありませんか。質疑もないようでございますので、

質疑を終結し採決に移りたいと思いますがこれにご異議ござい

ませんか。異議なしと認めます。それではお諮りいたします。

議案第 20号 平成 28年度西予市一般会計補正予算(第 8号)経済

振興課所管分について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。

挙手全員です。当委員会といたしましては、原案どおり可決す

ることに決しました。 

暫時休憩（午後３時 45 分～午後３時 49分） 

※暫時休憩中、文化の里休憩所のトイレに関する答弁について

訂正があった。男子トイレはウォシュレットではないものの

洋式便器が１つあり、女子トイレにはウォシュレット付きの

洋式トイレが１つと、和式トイレが１つあるとのこと。和氣

経済振興課長より、お詫びと訂正の申し入れがあった。 

【農業水産課】 

議案第 20号 平成 28年度西予市一般会計補正予算(第 8号)につ

いて、農業水産課より説明を求める。 

議案第 20号 平成 28年度西予市一般会計補正予算(第 8号)につ

いて、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は

ございませんか。 

一番最初に説明された獣肉処理加工施設の３年間で 14,298千円

ですか、先ほど採決したのでそのとき聞こうとおもったが、こ

こで聞けるかなと思ったんですが。せっかくのいい施設でスタ

ートして、今回新たにやってもらう人が見つかったということ

で期待しているところですが、あそこに書いてある、やらねば

ならないことを見ると、あれは大変だなと思うんですが、市か

らの持ち出しが年間 470 万円から 480 万円、これは逆に足りる
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三瀬農業水産課長 

小玉委員 

三瀬農業水産課長 

二宮産業建設部長 

小野委員長 

小野委員長 

三瀬林業課長 

のかなという感覚があるんですが、最初だから３年間という期

間はわかるのですが、例えば１年やってみて、ちょっと足らな

いぞという場合は途中で変更されるのか、そうしたことができ

るのか、それだけちょっとお伺いをしたいなと思います。 

只今の二宮委員のご質問でございますが、獣肉処理加工施設に

関わります債務負担行為の金額については、途中での変更は考

えておりません。実際運営をしてみて、どうしても運営上他の

費用がかかる、あるいは市の支援が必要ということになれば、

この委託料とは別の事業の考え方で支援はできると思っており

ます。以上でございます。 

解体をする技術を持った人はいるのでしょうか。猪の解体はか

なり難しいのでは。 

只今の小玉委員のご質問でございますが、株式会社野村町地域

振興センター（指定管理者）は、現在ほわいとファームを運営

している会社ですが、たしかに今回「ししの里」を運営するに

は、いわゆる解体を専門とする技術を持った方が必要でござい

ます。一応、会社としては専属の方をひとり内定しているとい

うふうに審査会でお聞きしております。 

１点補足をいたしますけれども、基本的に債務負担行為は同じ

業務を行うにあたってはこの額を限度額といたしておりますの

で、内容等に変更がない場合はこの額を超えることはございま

せん。ただ、私共の方から、「あらたにこういう部分についての

業務を行っていただきたい」というようなことが生じた場合に

は「債務負担行為変更」ということでお願いする場合はござい

ますけれども、現在考えておりますのは基本的には３年間はこ

の額を上限額として契約を結ぶ、ということにいたしておりま

す。 

暫時休憩（午後４時 09分～午後４時 10 分） 

質疑もないようでございますので、質疑を終結し採決に移りた

いと思いますがこれにご異議ございませんか。異議なしと認め

ます。それではお諮りいたします。議案第 20 号 平成 28 年度西

予市一般会計補正予算(第 8 号)農業水産課所管分について、原

案に賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員です。当委員会と

いたしましては、原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩（午後４時 11分～午後４時 14 分）

【林業課】 

議案第 20号 平成 28年度西予市一般会計補正予算(第 8号)につ

いて、林業課より説明を求める。 

議案第 20号 平成 28年度西予市一般会計補正予算(第 8号)につ
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小野委員長 

 

岩瀬建設課長 
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二宮委員 

 

岩瀬建設課長 

 

 

 

 

小野委員長 

 

 

 

 

 

いて、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は

ございませんか。 

43 頁の「ＩＣＴまち・ひと・しごとプラットフォーム」の入札

減と言われたんですけれども、すごい金額が大きいんですけれ

ども、いくらで入札されたかわかりますか。 

この関係についてはご存じのようにいろんなところで既に試し

てこられたということもございまして、これ、プロポーザル方

式で審査をさせていただきましたけれども、21,967 千円の事業

費になっております。従いまして、当初予算と比べますと 72％

程度で実施できるようになった、ということでございます。 

ほかにございませんか。質疑もないようでございますので、質

疑を終結し採決に移りたいと思いますがこれにご異議ございま

せんか。異議なしと認めます。それではお諮りいたします。議

案第 20号 平成 28年度西予市一般会計補正予算(第 8号)林業課

所管分について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。挙手全

員です。当委員会といたしましては、原案どおり可決すること

に決しました。 

暫時休憩（午後４時 29分～午後４時 34 分） 

【建設課】 

議案第 20号 平成 28年度西予市一般会計補正予算(第 8号)につ

いて、建設課より説明を求める。 

議案第 20号 平成 28年度西予市一般会計補正予算(第 8号)につ

いて、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は

ございませんか。 

31頁の「駅前はちのじ」の説明の中の保証補填のマイナス補正

ですが、交渉は難航しているというわけではないのですか。 

駅前用地２件の調整をしておりますが、１件についてはほぼ協

議の所はできているが、１件については合意形成ができており

ませんので、引き続き交渉を継続したいというところでござい

ます。 

 暫時休憩（午後４時 46分～午後４時 48 分） 

質疑もないようでございますので、質疑を終結し採決に移りた

いと思いますがこれにご異議ございませんか。異議なしと認め

ます。それではお諮りいたします。議案第 20 号 平成 28 年度西

予市一般会計補正予算(第 8 号)建設課所管分について、原案に

賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員です。当委員会といた

しましては、原案どおり可決することに決しました。 
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暫時休憩（午後４時 49分～午後４時 52 分） 

【下水道課】 

議案第 20号 平成 28年度西予市一般会計補正予算(第 8号)につ

いて、下水道課より説明を求める。 

議案第 20号 平成 28年度西予市一般会計補正予算(第 8号)につ

いて、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は

ございませんか。 

 質疑もないようでございますので、質疑を終結し採決に移りた

いと思いますがこれにご異議ございませんか。異議なしと認め

ます。それではお諮りいたします。議案第 20 号 平成 28 年度西

予市一般会計補正予算(第 8 号)下水道課所管分について、原案

に賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員です。当委員会とい

たしましては、原案どおり可決することに決しました。 

 議案第24号 平成28年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算(第 3 号)について、下水道課より説明を求める。 

 議案第24号 平成28年度西予市農業集落排水事業特別会計補正

予算(第 3 号)について、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は

ございませんか。質疑もないようですので、質疑を終結し採決

に移りたいと思いますがこれにご異議ございませんか。異議な

しと認めます。それではお諮りいたします。議案第 24 号 平成

28 年度西予市農業集落排水事業特別会計補正予算(第 3 号)につ

いて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員です。当

委員会といたしましては、原案どおり可決することに決しまし

た。 

 議案第25号 平成28年度西予市公共下水道事業特別会計補正予 

算(第 4 号) について、下水道課より説明を求める。 

議案第25号 平成28年度西予市公共下水道事業特別会計補正予 

算(第 4 号) について、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は

ございませんか。質疑もないようですので、質疑を終結し採決

に移りたいと思いますがこれにご異議ございませんか。異議な

しと認めます。それではお諮りいたします。議案第 25 号 平成

28年度西予市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号) につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員です。当委

員会といたしましては、原案どおり可決することに決しました。 

暫時休憩（午後５時 10 分～午後５時 11分） 
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小野委員長 

 

水口局長 

 

小野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小玉副委員長 

 

【農業委員会】 

議案第 20号 平成 28年度西予市一般会計補正予算(第 8号)につ

いて、農業委員会より説明を求める。 

議案第 20号 平成 28年度西予市一般会計補正予算(第 8号)につ

いて、資料に基づき説明を行う。 

農業委員会事務局長の説明は終わりました。これより質疑を行

います。質疑はございませんか。質疑もないようですので、質

疑を終結し採決に移りたいと思いますがこれにご異議ございま

せんか。異議なしと認めます。それではお諮りいたします。議

案第 20号 平成 28年度西予市一般会計補正予算(第 8号)農業委

員会所管分について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。挙

手全員です。当委員会といたしましては、原案どおり可決する

ことに決しました。以上で、本委員会に付託されました議案に

ついての審査は全て終了いたしました。これにて散会いたしま

す。 

ご起立ください。以上で、平成 29年第１回定例会産業建設常任

委員会を閉会いたします。礼。 

  

 産業建設常任委員会に付託された補正予算に係る議案審査を、

午後５時 15 分をもって終了する。 
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平成平成平成平成 22229999 年第年第年第年第１１１１回定例会回定例会回定例会回定例会        産業建設常任委員会記録産業建設常任委員会記録産業建設常任委員会記録産業建設常任委員会記録    

開 催 

日 時 

開会：平成 29 年３月 10 日 午後１時 00 分 

散会：平成 29 年３月 10 日 午後３時 35 分 
招集場所 第２委員会室 

付 託 

事 件 

議案第 16 号 西予市農林漁業活性化施設条例の一部を改正する条例制定 

について 

議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算 

請願第 １号 鳥獣被害防止に関する請願 

出 席

委 員 

小野 正昭 小玉 忠重 信宮 徹也 加藤 美香 

源  正 樹 二宮 一朗 宇都宮 明宏  

説明員 

産業建設部  

部長 二 宮  紀 夫 

産業建設部農業水産課 

課長 三 瀬   功 

農業委員会事務局 

局長 水 口 栄 次 

明浜支所産業建設課  

課長 山  下   玉 

野村支所産業建設課  

課長 辻  信 一 

城川支所産業建設課  

課長 山 師  義 男 

三瓶支所産業建設課  

課長 滝 野  広 明 

産業建設部農業水産課 

課長補佐 佐々木邦仁 

産業建設部農業水産課 

課長補佐 山本 貢造  

産業建設部農業水産課 

課長補佐  久保田 修  

農業委員会事務局 

次長 木 﨑 真 近 

産業建設部農業水産課 

係長 桐 山 正 男 

産業建設部農業水産課 

係長 濱 田 信 也 

産業建設部農業水産課 

係長 面 平 健 一 
 

傍聴者    

小玉副委員長 

 

 

 

 

小野委員長 

 

三瀬農業水産課長 

 

小野委員長 

 

 

 

 

 

 

 

小野委員長 

開会宣告を行うと共に、委員長に進行を促す。  

開会 午後１時 00 分 

 

【農業水産課所管分】 

議案第16号 西予市農林漁業活性化施設条例の一部を改正する

条例制定について、農業水産課より説明を求める。 

議案第16号 西予市農林漁業活性化施設条例の一部を改正する

条例制定について、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は

ございませんか。質疑もないようでございますので、質疑を終

結し採決に移りたいと思いますがこれにご異議ございません

か。異議なしと認めます。それではお諮りいたします。議案第

16 号 西予市農林漁業活性化施設条例の一部を改正する条例制

定について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員で

す。当委員会といたしましては、原案どおり可決することに決

しました。 

議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算について、農業
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三瀬農業水産課長 

 

小野委員長 

 

加藤委員 

 

 

 

 

三瀬農業水産課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇都宮委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三瀬農業水産課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水産課所管部の説明を求める。 

議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算について、資料

に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は

ございませんか。 

121 頁の「農業後継者育成事業」の件なんですが、新規就農 10

件、継続 45 件とおっしゃいましたが、新規就農される方に対し

ての審査とか、継続されている場合きちんとできているか審査

されたうえでそういう 45 件とか 10 件という数が出るようにな

っているのでしょうか。 

いまのご質疑でございますけれども、新規就農の場合は審査会

がございます。本人の申請に基づく申請書類等のチェックを含

め、ヒアリングを行う審査会というのがございまして、その審

査会で決定した方に交付金が交付されるというところでござい

ます。また、継続的にこの交付金を受けられる方も、毎年度、

現地に入ってヒアリングをしたり、実際の経営状況の確認もし

ております。それで、現地の確認もして、最終的には実績報告

という形で自分の経営状況の報告をいただいて、これも審査と

いう形でチェックをしております。 

127頁のところ、シルク博物館の管理運営事業ですが、養蚕の関

係は西予市の看板の事業になってもらわないと困る事業だと思

うんです。そういう意味で、あそこで糸をつむいでいる職人の

女性の方が何人かいらっしゃいますよね。何回か私も見に行っ

たのですが、あの作業を見たらある意味職人じゃないとできな

いのかなというふうな感じを受けたんです。そういう意味で細

かいことはいいんですけれども、糸をつむぐ人たちの待遇とい

いますか、そこいらを見直して、やはり働いた分の対価はいた

だかないと、なかなか続いて仕事をしていただけないというよ

うな面もあろうかと思いますので、そのあたりどう考えておら

れるか、お伺いいたします。 

只今宇都宮委員からのご意見でございますけれども、先ほどご

説明いたしましたように、糸工場につきましては１名の増員を

考えているとご説明いたしました。現状１名の職員で製糸業を

やっております。その１名の方もまだここ数年というところで

技術がまだまだ習得できていないというところで、今年度も、

以前お勤めいただいておりました方にご指導いただいて技術の

習得をしているところでございます。29 年度からは、２名の糸

工場の職員で製糸事業を展開する、という考え方でおります。

また、職員の待遇につきましても、技術的なところが重要な職

種でございますので嘱託職員という考えでいままでは雇用条件
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小玉委員 

 

三瀬農業水産課長 

 

 

 

 

 

信宮委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三瀬農業水産課長 

 

 

 

 

信宮委員 

 

三瀬農業水産課長 

 

 

 

 

二宮委員 

 

 

 

三瀬農業水産課長 

 

 

をしておりましたけれども、29 年度からは見直すことも含め、

検討中でございます。 

関連ですが、シルク博物館に正職を配置すると聞いたのですが、

職種とかを教えていただけますか。 

只今の小玉委員のご質問でございますけれども、現在、まだ計

画ではございますけれども29年度からシルク博物館に正職員を

１名置くというところで進めているのは事実でございます。職

種につきましては、まだ人事の内示が出るまでは私どももわか

らないという状況でございます。正職員１名配属というのは決

定、というふうに聞いております。 

先ほどの佐藤委員さんがご質問されているときに聞けばよかっ

たんですが、122 頁の新規就農総合支援事業交付金ということ

で、先ほど言われましたのが 49 人と夫婦が５組ですかね。今年

度継続が 45 人、４人減っているのは、これはどういうことでし

ょうか。やめられたとか期間が終わったとか。またこれ農業を

始められる方にとっては経営が不安定な時期に、いい交付金で

はないかと思うのですが、交付金だけに頼ってもいけないと思

いますので。この事業が終わったのちにきちんと独り立ちをで

きているのか、また途中でやめられた場合に、この交付金は返

還するような規程になっているのか、その辺を教えていただき

たいと思います。 

只今の信宮委員のご質問でございますけれども、５件の減の中

４名は給付期間満了でございます。すべて自立、いわゆる自立

をして就農いただいております。１件の方は、少し経営内容が

農業以外の所得が多いというところで、いまのところ停止にな

っている方が１名あるという状況でございます。 

途中でその事業をやめられた方というのは、まだいらっしゃら

ないんでしょうか。途中で離農された方は。 

現在のところ、途中で離農となった方はございません。ただ、

制度が変わりまして農業所得が上がりますと、給付額が 150 万

円から減額になる場合がございます。そういう方はございます

けれども、途中で離農・給付停止というような方はいまのとこ

ろございません。 

137 頁の水産業振興費の中の節の一番下、「八幡浜漁協財務改善

支援事業補助金」なんですけれども、経営状況はその後、掴ん

でおられるのかどうか、どういうふうに進んでいるのか、わか

っていたら教えていただきたいと。 

只今の二宮委員のご質疑でございますけれども、八幡浜漁協の

財務改善の支援でございますが、平成 25 年度から 29 年度で５

か年の支援期間が終わる、というところでございますけれども、
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二宮委員 

 

三瀬農業水産課長 

 

二宮委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二宮産業建設部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二宮委員 

 

 

 

 

これ、５か年計画が１０か年計画で延びておりまして、平成 29

年度中にこの債務負担行為の延長になろうかというふうに思っ

ております。その改修資金の返済計画については、順調に償還

をされていると報告をいただいているところでございます。  

平成 29 年度にもう一回説明があるということですか、そういう

ふうに伸びるということは。 

平成 29 年度 12 月の議会には、債務負担行為の設定の議案を提

出させていただく予定にしております。 

もう１点、ちょっと水産関係なんですけれども、これ、全部そ

れぞれ農業費・林業費・水産業費と見たら水産業費というのは

ものすごく少ないかなと思うんですけれども、なかなか水産関

係の人に支援ができるようなものを言われながら、そうしたも

のがないかなというのが事実なんですが、陸のほうであれば６

次産業化でいろいろなことをやっているんですが、水産業も６

次産業化で商品を開発して売り上げを伸ばしたりというような

地域もあろうかと思うんですが、我々が依然視察したところで

ＣＡＳ（キャス）の冷凍ですかね、そういうのを使って販売実

績を伸ばしている地域もあるようなんですけれども、西予市に

おいてはそういう業者からの申し出とか要望とかはないのでし

ょうか。 

水産関係の６次産業化という部分では、大きな取り組みとして

はあまり私どもも伺ってはおりませんけれども、八幡浜漁協に

おいては地産地消ということで給食あたりへの提供をしていき

たいということで加工所あたりも整備をされまして、鯛等を捌

いたものを出していこうということで、真空パックをして出せ

るように取り組んでいただいていると伺っておりますし、そこ

いらあたりも、八幡浜漁協の経営改善のひとつの取り組みとし

てやっているということを伺っております。そのほかには、い

わゆる小さな漁業者の方がちりめんあたりを加工して、できる

だけ外に売って行こうということで、このちりめん漁というの

は全国にものすごくありましてですね、なかなか差別化を図っ

ていくというのは難しいんですけれども、対取引をしたいとい

うことで、所管は違いますけれども経済振興課あたりのですね、

販路拡大に向けての取り組みで大阪～東京あたりのそういう販

売のフェアに出ていただいている人もございます。 

先ほど言われた八幡浜漁協の給食というのも、あそこもＣＡＳ

（キャス）を小さいですけれども導入してやっているようです

けれども、我々も西予市も給食の地産地消というのを議会で取

り組んでいる中で、農業関係はある程度やろうと思えばできる

かなという部分も品種・種目によってはあるんですが、魚はど
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源委員 

 

 

 

 

 

 

二宮産業建設部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うかなと思って考えたときに、やはりフィレとかに加工したも

のがあったら給食にもまた出すともできるかなとちょっと思っ

たんで、業者の方に聞いてみたら、西予市にはないので宇和島

とかに頼んでいるが、限度が、数量が決められているので、と

いうふうなことを言われておりました。ですから、そういうの

を西予市にも使えるような、導入できればいいんじゃないかな

と単純に思ったんで、そういうふうな取り組みをしていただけ

ると、養殖関係のものを６次産業化できたりとか給食に使った

りとかいうのができるのではないかなと思うので。そういうふ

うな取り組みをしていただいたらいいかなというふうなこと

で、ちょっと質問をさせていただきました。 

予算書 121 頁、３目「農業振興費」のうち「養蚕振興対策事業」

なんですが、昨年ですか、私の記憶違いであれば申し訳ないで

すが、城川のほうに１軒・宇和のほうに１軒、新規に養蚕をし

ようかという方が出られたというふうに記憶をしております。

当然やはり養蚕をやるにおいては、当然農家が絶対必要なわけ

であって、今後ですね、そういったまず見込みがあるのかどう

か、それをまず１点お伺いしたいと思います。 

源委員さんのほうから言われた養蚕関係の今後の関係ですけれ

ども、先般質疑のときにもご質問いただきましたけれども、平

成28年度の実績としては正式に１名の方が養蚕農家として取り

組みをされていると。つくられた繭の量は 300kg 弱でございま

したので全体の数量としては、28 年度実は春蚕が良くなくてで

すね、飼育されている途中で全滅したところもございましたの

で。本来ですと 300増えると 1.6トンくらいになる計算ですが、

現実のところ年間のトータルが1.4トン弱くらいになりました。

次年度の取り組みといいますか、29 年度には先般もお答えをさ

せていただきましたが、28 年度に１名なられた方と一緒にです

ね、やっておられる方がおりまして、私もぜひ取り組んでみた

いというお話しをいただいております。従いまして、29 年度に

その方は独立してやられる、ということになろうと思っており

ます。それで先ほどご質問の中にありました城川・川津での集

落営農の中で取り組んでみようという関係は、お話しはだいぶ

前にいただいておりまして。27 年度に立てた苗も、実は一部そ

ちらへ配布して育成してもらっておりますけれども、具体的に

29 年度から生産にはちょっと結びつかないのではないかなと思

っております。従って、その２人の方が 300 では食べれるよう

になりませんので、１名の方が 500 くらいやって頂くと、1.6、

1.7 くらいには 29 年度の実績がなってくるかなというふうに期

待しています。最終的にはやはり目指しているところは、県と
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の協議では 3.5 というラインは出しているんですけれども、そ

こまではなかなか難しい部分もございますが、２トンから３ト

ンの間に 30 年度あたりになればなと期待はしております。それ

と、桑の苗が３年で 1 人前に採れる状況になろうかというとこ

ろですけれども、27 年度に実施した分がまる２年になります。

それと、今年研修施設として今年度で改修を今しております稚

蚕飼育場の跡地、新庄の所ですね、あそこのまわりに桑園が残

っているんですけれども、そこに少し手を入れさせていただき

ましたので、少しはそこいらあたりも活用して行けるというふ

うに思っております。 

ありがとうございます。質疑の折に出席しておりませんでした

ので、すいません、謝っておきます。もう１点、別の事になる

んですけれども、121 頁の「農産物被害対策事業」、いわゆる有

害鳥獣の部分になるかと思います。この委員会のあと、ちょう

ど請願も今回、皆さんもご存じのとおり当委員会の方に付託さ

れているんですけれども、ちょっと私この間テレビを見ていた

ところ、愛媛県と松山の方の業者さんが共に開発したシステム

をちょうどやってまして。何でしたかね、「危険生物なんたらか

んたら」、で、勉強不足で初めて知ったのですが、見ていると西

予市の中で野村町と三瓶町だったかなと思いますが、実験的に

導入されている所があるというふうに聞きました。実際にテレ

ビだけを見ていると、夢のようなシステムみたいな形で言って

いたのですが、実際遠隔装置を使ったシステムのことだと思う

んですが、市としてそのようなことを把握されているのかどう

かということと、実際、もしわかればですね、どのように有効

であるかどうか、実際使ってみた感覚といいますか、そこいら

がわかれば教えていただければと思います。 

只今の源委員のご質疑でございますけれども、遠隔システムを

使ったイノシシの捕獲装置、これはいまご質疑いただきました

ように三瓶地区で一か所、野村は大野ヶ原地区に設置をしてお

ります。これは、県の実証実験事業とあわせてやっていただい

ておりまして、三瓶は農業後継者の組織が受け皿となって設置、

後の運営をしていただいております。それで、今年度２か年目

になったということでございますが、捕獲実績はつい先日、実

績報告会があったんですけれども、18 頭の実績だったと思いま

す。なかなか遠隔装置で捕獲するにはタイミングが一番だとい

うことと、エサを入れてそのエサにいかにイノシシが入ってく

れるか、というとこいらへんで、１頭だけ入って落としても、

次に来なくなるというところがあるし、それを我慢して３頭・

４頭が来るのを待ってうまく落とせば、というふうなことで、
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なかなか実質運営は結構見張っていないとだめだというところ

もあって。ですけれども、非常にみかんの柑橘産地としては有

効なシステムだということで、受け皿となる後継者の組織をつ

くっていただいて、今後運営を継続していくということでござ

います。ただ、事業費がかなり高額でございまして、移動も難

しいというところもありますので、次々とあらたに設置をして

いくというのはなかなか難しい状況かなと思いますけれども。

今後の実証の状況を見ながら、また県とも協議しながら国の補

助事業等で使えるものであれば取り組んで今後検討していきた

いと思っています。 

いま課長のほうから答弁をさせていただいたとおりなんですけ

れども、ご質問の中でいただきました、この国の補助事業でで

すね、機械のリース料はうちのほうでの支払いをしております。

器具といいますか「柵」自体は県のほうが実験ということで今

回２箇所やっていただいております。たしかに、実数は上がっ

てはきているんですが、動かすことはちょっとできないとかで

すね、いろんなやはりほかの問題もありましてですね、それが

一挙に普及していくかというと、ちょっと難しいところがある

かと思います。 

121 頁で、金額は少ないんですけれども「奨励農作物振興事業」

なんですけれども、これ、たしか９品目でしたか。この９品目

というのはいつぐらいから。こういう事業をやった時からずっ

と９品目なのか、そこいらへんちょっと教えていただけたらと

思います。 

詳細についていま課長が確認していますので。９品目、これは

地域によってですね、ご存じのように西予市は非常に広いので

宇和ですと「いちご」が入っていたと思いますし、野村ですと

「きゅうり」城川の場合に「ピーマン」みたいな形で。選果機

が城川に柚子選果機と合わせて「ピーマン」がやれるというこ

と、それから野村の分が「きゅうり」を主として「なす」がや

れるということで、そのあたりを奨励品目といたしております。

当然、農協とタイアップして事業的には進めておりますので、

農協としてこの作物を強く打ち出して取り組んで行きたいとい

うことで、農家の方々に普及を図ったものを奨励作物というこ

とで取り上げる、というふうな流れできていると私は認識して

おりますので、見直し等も当然出てまいりますけれども、基本

的には最初の決められた品目で言っていると思っております

が、９品目をあれでしたら言えば、はっきりすると思います。 

只今の宇都宮委員のご質疑でございますけれども、奨励の作物

振興事業は４品目でございます。「きゅうり」「なす」「トマト」
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「ピーマン」。それで、９品目というのは「野菜安定対策事業」、

いわゆる 価格補てんをする作物は９品目でございます。この９

品目につきましては、「宇和」「野村」「城川」それぞれ代表すべ

き３品目を選定して設定をいたしております。宇和でしたら、

「いちご」「しめじ」「しいたけ」野村でしたら「きゅうり」「か

ぼちゃ」「なす」城川で「ピーマン」「トマト」「ししとう」以上

９品目の設定となっております。以上です。 

これ、お伺いした一番の理由は、お百姓さんが「新しい品目と

して奨励作物に加えていただきたいな」と頑張られたときに、

いまの説明だとＪＡのほうで選ぶんだったら難しいのかもしれ

ないんですけれども、そこいらまた、時代によって求められる

農作物が変わってくる可能性があると思うんです。新しくでき

たものを、共に働きかけして奨励品目に加えていただくような

働きかけ方とか手順とかいうのはこちらから主体的に動くのは

難しいということですかね。 

宇都宮委員が言われたように、それぞれいま非常に多品目でい

ろいろと新しいものを手がけられている方が多いというのは理

解はするんですけれども、奨励品目ということになりますと、

ある程度その地域の産品として、ブランド化とまではいかなく

ても量的な確保ができる必要などはあると思います。従って、

２戸・３戸の農家で「これ挑戦してみようや」と言ったものを

奨励品目にということはなかなか難しいと思いますけれども、

違う意味合いでそれらは差別化して打っていくということは可

能だろうと思うんですけれども、奨励品目として扱うかどうか

ということになってくると、農協を主と言うつもりはございま

せんけれども、やはり系統的な中で販売ができるような形にな

っていかないと奨励品目としての取り扱いというのは難しいの

ではないかというふうに思っております。 

ほかに質疑はございませんか。質疑もないようでございますの

で、質疑を終結し採決に移りたいと思いますがこれにご異議ご

ざいませんか。異議なしと認めます。それではお諮りいたしま

す。議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算（農業水産

課所管分）について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。挙

手全員です。当委員会といたしましては、原案どおり可決する

ことに決しました。 

暫時休憩（午後２時 50 分～午後３時 00 分） 

【農業委員会】 

議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算について、農業

委員会所管部の説明を求める。 
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議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算について、資料

に基づき説明を行う。 

農業委員会事務局長の説明は終わりました。これより質疑を行

います。質疑はございませんか。 

農業委員会の仕組みが変わって、農業委員さんと利用最適化推

進委員さんとに分かれているんですが、今の説明では視察も全

員一緒に行かれるということですかね。 

本年度、平成 28年度の委員改正によりまして農業委員と適正化

推進委員ということになりました。あくまでも、やはり農業委

員と適正化推進委員はともに連携してこの農業委員会の事務に

取り組まなければなりませんので、あわせて視察研修も行くよ

うにしています。以上です。 

それでは、改選前と変わったところというのはあるんでしょう

か。 

名目は変わっているのですが、やる仕事は全く同じです。以上

です。 

農業者年金制度が変わって、いまでは自分の積み立て型になっ

ていると思うんですけれども、私も農業委員をやらせていただ

いて、いまいち周知不足ではないかなと思うところがあったん

ですけれども、いま西予市内で新しい制度の農業者年金に加入

されている方は何人いるかわかりますか。それと、近年の加入

者の推移がわかればお願いします。 

現在の加入者数の合計数字につきましては、申し訳ありません。

手元に持っておりませんので後でご提供をいたしますが、近年

の推移としまして新制度の農業者年金、毎年２名から３名で推

移しております。今年につきましては、全国的に加入推進にテ

コ入れが図られまして、西予市では 28年度に７名という近年に

はない加入促進を行うことができました。なお、２月の広報に

全戸回覧としまして、わかりやすいパンフを回覧で回させてい

ただきまして、その利点等を周知いただいたところで、問い合

わせ等３件ほどいただいているところです。以上です。  

先ほど二宮委員のほうから、本年度から始まりました農地利用

最適化推進委員についての質疑があったかと思いますが、いま

答弁がありましたとおり、内容的には変わっていないのが現実

的なところであろうかと思います。ちょうど今年の１月くらい

でしたか、農水省のほうから、最適化推進委員の「こういうこ

とをしなさいよ」という通達になるのか言葉はあやふやで申し

訳ないのですが、おそらく全国的にあまり制度がうまくいって

いないのではないかと考えております。その中で、名前だけ変

わって役割が変わっていないという現実がある中で、農地の最
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適化という部分に関して、どうやっていったらいいんだろうか

と思うところがあるんですが、制度云々ではなくて、農地の最

適化という部分に関して農業委員会としてどのように考えてい

るのか、という非常にざっくりとした質問で申し訳ないのです

が、そのあたりをお答えいただいたらと思います。以上です。 

いまの農地の集約化、特に農業委員会といたしましては農地の

集約化に取り組んで行きたいと。なお、現在かなりの耕作放棄

地・いわゆる遊休農地があるわけなんですが、今後どうしても

担い手が少ないという中の状況にあっては、やはり今からは守

れる農地を守っていくと、そういう考え・そういう取り組みも

必要ではないかと。あくまでもやはり、農業を行われる認定農

業者の方々が安定した収入を得られるためには、そういうふう

に集約を図っていくことが大事だと考えております。以上です。 

すいません、いまのちょっと関連で質問ですけれども。予算の

説明のときに、県の農地集約の団体がありましたよね。あれが

うまく進んでいないようなご説明があったと思うんですけれど

も、愛媛県がしている土地集積のぶん、「中間管理機構」、それ

と農業委員会との関わりと、それから「農業支援センター」と

そことの関わりというのが私ははっきりわからないんですけれ

ども、農業委員会はそれに関わっておられるんですか。 

農業委員会といたしましては、農業水産課のほうからその旨の

文書が来ます。それに対して、配分計画とかいう書類があるん

ですが、それを農業委員会の総会にかけて議決を得る、という

ふうになっております。以上です。 

暫時休憩（午後３時 19 分～午後３時 26 分） 

耕作放棄地の調査をされておりますよね。利用ができるかでき

ないかも農業委員会が判断していろいろされておりますよね。

適正化委員ができても、その人も一緒にやられるんですか。 

農業委員会では毎年１回、西予市の全農地の利用状況調査を行

います。それによりまして、耕作されていないところにつきま

しては利用意向調査を行います。その利用意向調査に基づきま

して、その方が今後つくられるとか機構に預けたいとか、自分

がほかの人を見つけるとかいうところのチェックする欄がある

のですが、それに対して帰ってきた調査をもとに農業委員会の

ほうで調整するようにしております。適正化推進委員について

は、いま申し上げましたように利用意向調査をもとにそれぞれ

情報を提供した中で集約化のほうに勤めていただいておりま

す。以上です。 

ほかに質疑はございませんか。質疑もないようでございますの

で、質疑を終結し採決に移りたいと思いますがこれにご異議ご
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ざいませんか。異議なしと認めます。それではお諮りいたしま

す。議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算（農業委員

会所管分）について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。挙

手全員です。当委員会といたしましては、原案どおり可決する

ことに決しました。 

暫時休憩（午後３時 19 分～午後３時 26 分） 

【請願審査】 

それでは当委員会に付託をされました、請願第１号「鳥獣被害

防止に関する請願」を議題といたします。まず、提出されてい

る請願書についてお目通しください。暫時休憩といたします。 

暫時休憩（午後３時 27分～午後３時 32 分） 

再開します。委員の意見を求めます。 

これ、鳥獣害の被害なんですけれども、昔は鳥獣害被害といっ

たら農作物とかそういうものだけだったんですけれども、近年

は人的被害もかなり報道されるような深刻な状況になってきて

いると思っております。そういう意味では、この鳥獣害被害防

止に関する請願も積極的に進めて、１番に書いてありますよう

に鳥獣駆除補助対象期間も通年にする、そして２番目に「しし

の里せいよ」の有効活用、これを推し進めていただくべきだろ

うと思っておりますので、そういう意味で賛成の意見を出させ

ていただきます。 

只今、宇都宮委員から請願に対する賛成意見がありました。そ

の他、ございませんか。 

理由の２点目にあります、いわゆる「ジビエ肉の利用」に関し

てですね、今定例会初日に即日採決して可決されました、いわ

ゆる指定管理者、野村町にあります「ししの里せいよ」が４月

から新しい指定管理者が就任されると思います。あらたな体制

となりますので、そういった施設も活用しながら、現在は請願

の内容説明にあるとおり廃棄されているのが主でありますの

で、そのあたりも含めて市としても前向きな形で取り組みをい

ただきたいと思いますので、私としてもこの請願に賛成をいた

したいと思います。以上です。 

この請願に対する反対意見はありませんか。反対意見もないよ

うでございます。只今、委員２名の賛成意見も出ました。ここ

で意見を終結としたいと思います。請願第１号「鳥獣被害防止

に関する請願」を採択することに賛成の委員の挙手を求めます。

挙手全員であります。よって、当委員会といたしましてはこの

請願第１号を採択することに決しました。以上で本日の審査を

終了といたします。最下位は、３月 13 日（月曜日）午前９時か
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らといたします。ご苦労様でした。 

 

午後３時 35 分をもって、審査を終了する。陳情４件についての

審査は、12 月 12 日午後１時半から第３委員会室にて行うことと

なった。 
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平成平成平成平成 22229999 年第年第年第年第１１１１回定例会回定例会回定例会回定例会        産業建設常任委員会記録産業建設常任委員会記録産業建設常任委員会記録産業建設常任委員会記録    

開 催 

日 時 

開会：平成 29 年３月 13 日 午前９時 00 分 

散会：平成 29 年３月 13 日 午後０時 05 分 
招集場所 第３委員会室 

付 託 

事 件 

議案第 ４号 西予市工場立地法第４条の２第２項の規定に基づく準則を定 

める条例制定について 

議案第 17 号 西予市有林野管理条例の一部を改正する条例制定について 

議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算 

議案第 36 号 平成 29 年度西予市農業集落排水事業特別会計予算 

議案第 37 号 平成 29 年度西予市公共下水道事業特別会計予算 

出 席

委 員 

小野 正昭 小玉 忠重 信宮 徹也 加藤 美香 

源  正 樹 二宮 一朗 宇都宮 明宏  

説明員 

産業建設部  

部長 二 宮  紀 夫 

農業委員会事務局 

局長 水 口 栄 次 

産業建設部経済振興課 

課長 和氣 岩男 

産業建設部下水道課 

課長 時 谷 正 

林業課長 

課長 三瀬 計浩 

明浜支所産業建設課  

課長 山  下   玉 

野村支所産業建設課  

課長 辻  信 一 

城川支所産業建設課  

課長 山 師  義 男 

三瓶支所産業建設課  

課長 滝 野  広 明 

産業建設部経済振興課 

課長補佐 竹内 克之  

産業建設部経済振興課 

課長補佐 武内幸希典 

産業建設部経済振興課 

係長 和氣 伸二 

産業建設部経済振興課 

係長 小野 雅人 

産業建設部下水道課 

課長補佐 松 下  徳 隆 

産業建設部下水道課 

係長 古川 郁夫 

産業建設部下水道課 

係長 入船 力 

産業建設部下水道課 

係長 岡澤 康 

産業建設部林業課  

課長補佐 中城 多喜江 

傍聴者    

小玉副委員長 

 

 

 

 

小野委員長 

 

和氣経済振興課長 

 

小野委員長 

 

源委員 

 

 

開会宣告を行うと共に、委員長に進行を促す。  

開会 午前９時 00 分 

 

【経済振興課所管分】 

議案第４号 西予市工場立地法第４条の２第２項の規定に基づ

く準則を定める条例制定について、経済振興課の説明を求める。 

議案第４号 西予市工場立地法第４条の２第２項の規定に基づ

く準則を定める条例制定について、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は

ございませんか。 

１点確認させてください。いま、該当が敷地面積が 9,000 ㎡以

上、工場面積 3,000 ㎡以上ということだったんですが、ぱっと

思いついたときに皆田のほうで整備されている「味のちぬや」
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さんのためにしたのではないかとちょっと思ったんですけれど

も、そのあたりちょっとご説明をいただければと思います。 

今回 29 年４月１日からこの規制が緩和されることによりまし

て、南予地一帯の市町村すべてこの条例に準じて％を引き下げ

る予定でございます。もし、これを市がやらなかった場合につ

きまして、本当に企業を誘致する考えの場合に、なかなか工場

敷地の中に緑地なり環境面積が多い場合については進出が難し

いと考えます。南予全体・県全体とあわせまして、西予市もこ

の規則にあわせていきたいというふうに考えております。 

只今ご質問いただきました、源委員が言われました「ちぬや」

さんの関係でございますけれども、ご存じだと思いますけれど

も、当初計画しておりました事業規模よりも、もう一つ事業が

大きくなるということで現在周辺部において用地の取得に勤め

られております。その内容につきましては、旧の条例のままで

取り組みをされております。従いまして、取得面積等に今後変

更が出る可能性はございますけれども、ちぬやさんの誘致と直

接的な関わりは全くございません。以上でございます。 

ほかに質疑はございませんか。質疑もないようでございますの

で、質疑を終結し採決に移りたいと思いますがこれにご異議ご

ざいませんか。異議なしと認めます。それではお諮りいたしま

す。議案第４号 西予市工場立地法第４条の２第２項の規定に基

づく準則を定める条例制定について、原案に賛成の委員の挙手

を求めます。挙手全員です。当委員会といたしましては、原案

どおり可決することに決しました。 

議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算について、農業

水産課所管部の説明を求める。 

議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算について、資料

に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は

ございませんか。 

２点お伺いいたします。ひとつは、最初のほうに説明いただき

ました「南予地区官民連携事業」の承継推進事業ですけれども、

ニュースで鬼北のほうでしたかね、１件決まったというのは、

聞いたんですけれども、西予市内等のいままでのお問い合わせ

の状況とか、そういうふうなのがわかったら１点おしえていた

だきたいなというふうに思います。もう１点は、先ほどありま

した補正のときに説明頂きました「ふるさと就業創出奨励事業」

ですけれども、私も勘違いをしておりましてこれを見ていたら

そうかなと思ったんですが、実際に、市内の中高を卒業した方

が対象というふうになっているんですけれども、本会議でもち
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ょっとこの間ありましたように、実際に中学とか高校とか行く

ときに半分以上が市外に転出されている状況なんですよね。そ

ういうことを考えたときに、これでいいのかなというふうにち

ょっと思うわけですけれども。私の中では質問したときに当然

西予市に住んでおられて、余所の学校に行っていても西予市内

に就職していただいた方は趣旨にあるような給与というか、収

入保障的なことで本当にいい事業だなと思うんですけれども、

そこの対象を年度が変わるので変えることができないのかなと

思うんですけれども。これはちょっと部長かな、と思うんです

が、この２点をとりあえず質問をさせていただきたいなと思い

ます。 

二宮議員の１点目の事業承継の分で、これまでの問い合わせは、

ということの質問でございますが、現在までに３件ほど問い合

わせをいただいております。地元の酒屋さん、海産物を取り扱

っている業者、電気業者、この３業者から現在のところ相談を

受けております。なかなかこの事業承継、新聞等にも書かれて

おりましたように個人財産の問題、いろんなプライバシーの問

題、現在も銀行等で取引きをされている件もございましたし、

企業情報の問題もありまして即承継がいっぺんにできるという

わけではございませんので、たってき 29 年度に受けましたこの

３件の事業につきましてじっくりと中身をご相談いただいて承

継がうまく進むよう勧めていきたいなと思います。 

只今、二宮委員からご質問いただきました「ふるさと就業創出

奨励事業」でございますけれども、現在の要綱につきましては

「市内の学校を出て、市内に住所を有しておられて、市内の企

業に勤める方」ということになっているわけでございます。非

常に、ご指摘のように門戸としては狭くなっている状況かなと

いうふうに感じるわけですけれども、実は私も宇和地域でこれ

くらい市外の高校に通っておられる方が多いというのを十分に

は把握をしていなかったんですけれども、そういう意味におい

ても「市内の高校に」というのは今後検討が必要だと認識して

おります。このぐらいの金額で、なかなか「これがあるから市

内に就職」というところまでは踏み切っていただけるほどの額

ではないと思っております。ただ、きっかけといいますか、松

山近郊に出ていくのと賃金的な若干の格差を少しでも埋めてア

ピールをしたいというところでの取り組みの事業でございまし

て、やはり「これがあるから残ろうかな」という形になるため

には拡充していく必要性はあるのかなと思っております。事業

が一旦動き始めますと、改訂することも場合によっては必要だ

ろうと思いますけれども、３か年間で見直しを行うということ
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は当初からこの事業につきましても決めております。29 年度に

おいて内容を変更するということは現在のところ考えておりま

せん。ご指摘いただいた部分、ごもっともだと思いますし、考

え方によっては市内の学校に通っていただくひとつのきっか

け、これできっかけになるかどうかというところまではありま

せんけれども、そこいらあたりの部分も含めまして、皆さんの

意見もお伺いした中でですね、どのように拡充していくのがい

いかを検討させていただきたいと思います。なお、あわせて市

外の高校に通われていて、市内の就職をされた方がおられるの

かどうかあたりもですね、また数字も出した中で検討させてい

ただきたいなと思っております。以上でございます。 

いまの部長の答弁、理解はできるわけなんですけれども、前回

の補正の質問をしたときに、この事業は一般財源ということで

「ある程度融通がきく」というふうな部長の御答弁もあったよ

うに思っております。いま、「３年間は」という見直しの期間を

言われましたけれども西予市の一般財源ということなので、そ

の方法も年度途中というのは難しいかもしれませんけれども、

新年度に早々に検討していただいて、２年で変えるとかいう方

法もあるんじゃないかなと思っておりますので、是非お願いし

たいなと思います。それともう１点、市外の高校には市立高校

もあって職業的な科があると思います。だから、そっちのほう

がいわば市内に就職される率が高いのではないかなと私は思い

ますので、ぜひそういうところの検討もお願いしたいなと思っ

ております。 

ジオブランド推進事業で、「ジオの至宝」というブランドを西予

市で創出されまして、地域産品の魅力を外に向けて発信されて

いるようなんですけれども、この「ジオの至宝」というのは西

予市産の品物の一番トップのブランドではないかと思うんです

けれども、いままである愛媛県であれば「愛のあるブランド」、

そういうものでいちごとかも売っているんですが、その愛媛県

でつくったブランドとの兼ね合いみたいなもので、ちょっとか

ぶってしまって、どっちのブランドで名前を売ったほうがいい

のかな、というところもあると思うんですけれども、そのあた

りがどうなっているのか。また、「ジオの至宝」、私のところの

品物を認定してくださいよ、と言われたときにその認定の基準

といったものは明確になっているのか、そのあたりを教えてい

ただけたらと思います。 

暫時休憩（午前９時 42 分～午前９時 50 分） 

先ほどの信宮委員のジオブランドの「ジオの至宝」の認定の件

でございますが、認定の基準といたしまして一番大きく関わっ
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ておりますのが商品と四国西予ジオパークの「ストーリー性」

を有しているかということが第１点と、第２点目に商品の独自

性を確保できているか、第３点目が消費者の信頼性や安全性を

確保できているか、第４点目といたしまして市場性及び将来性

を確保できているか、というふうなこの４つの基準で。最初に

言いましたジオパークとのストーリー性をいかに商品の中に組

み込んでいくかという基準を大きく持ちまして、審査をするよ

うにいたしております。今回、いまの予定で５点ほど出るとい

う話を聞いております。この審査の主体につきましては、ジオ

パーク推進室のほうで決定するようにいたしておりまして、私

どもの経済振興課のほうでジオの手法が決まりましたら、その

産品を売り出していこうというふうなことでの事業展開をする

ようにいたしております。それから、愛媛県の認定の産品との

かぶりという話もございました。当然、県の認定にあったもの

がこの「ジオの至宝」にあわせられて認定されるものもあるか

と思います。西予市の一番上の押し出していけれる産品を今回

あらたに決定していくというふうに決める予定でございます。

以上、答弁とさせていただきます。 

いまほど基準を教えていただいたんですが、なかなかあいまい

な部分もあるのかなという感じがありますが、せっかくこの「ジ

オの至宝」というブランドをつくられたので名前に恥じない認

定をしていただければと思います。以上です。 

説明書の 27頁なんですけれども、産業活性化対策事業で経費の

一部を補助された事業が何点かおっしゃいましたが、その内容

を教えていただいたらと思います。 

只今の加藤議員の産業活性化事業の事業内容でございます。先

ほども答弁いたしましたが、19 年度から 88件の事業がございま

して、特に近年でございましたら、大野ヶ原地区の大根とか乳

製品の加工品開発、これに対する補助とか、柑橘関係のジュー

スの販売・促進が 47万円、それから東京・大阪のアンテナショ

ップを行いました運営事業が 22万円、それから野村町の野菜、

ピーマン・きゅうりやネギの販路拡大事業に対する補助 41万円

等がございました。以上、答弁とさせていただきます。 

予算書 141 頁の一番下の「市観光ＰＲ事業」で、先ほど課長の

ご説明で「プレミアムダイニング」、今年度いやしの南予博に続

いてという説明があった時に、調理師さんを市内の方をと言わ

れたが、市内の調理師さんも腕のいい人がたくさんおられると

思うのですが、最近のＳＮＳの発達で本人の発信力がある人が

やると結構広がりが多いというのがいろんなネットとかで広が

る近道かなということもあるので、市内出身で県外で活躍され
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ている調理師さんも多いと思いますので。これ、委託事業なの

でどこまで市のほうが口を出せるのかわからないんですが、そ

のあたりもちょっと気に留めて相談しながらやっていただけれ

ば。せっかくの事業なので。要するにジオを絡めてということ

なので、余所にＰＲするにはそういうのも考えていただければ

いいかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

ちょうど、只今の二宮委員の質問での市内の料理人の関係でＳ

ＮＳでの発信力がある業者等の関係を使っていくようにしたら

というようなご意見だったと思います。ちょうど一昨日、東京

でジオの動画コンテストが行われました。その中で、西予市の

産品を使った料理を提供いたしました。そのときに料理をして

いただいたのが市内の業者さん、イタリア料理なんですけれど

も、そこを使って市内産品を使って料理をいたしました。そう

いうふうな前段階で、市内の料理人をいろいろ模索しまして研

究しながら今度のプレミアムダイニングのほうに使いたいなと

思っております。それから、いま考えておりますことは、市内

の料理人さん、日本料理コンテストで１位になられたお店もあ

ります。そういうところ、かなり県内だけでなく日本全体でも

名前が通じるような料理人さんがおられますので、そういうと

ころもいろいろと協議しながら進めていきたいなと思っており

ます。 

二宮委員よりご指摘いただきましたように、今回は、いまの予

定としましては市内の料理人の方にということで考えておりま

すけれども、たしかに外へ出られて活躍されている方、国内あ

るいは世界を相手に活躍をされている方もおられますので、そ

の辺も含めて今後検討していきたいと思いますけれども、今年

度の取り組みといたしましては、旧５町のところで２か年かけ

て全部をやろうということにしておりまして、29 年度について

海側で１箇所、山側で１箇所、30 年度に３か所での取り組みを

計画しております。市外の活躍されている方のアピールの場と

しても今後の検討が必要ですけれども、市内で一生懸命頑張っ

ておられる方が市内の産品を使って余所からこられた方に対し

てのいわゆる取り組みというのも非常に重要だと思っておりま

すので。現在のところはですね、昨年も市内の方が、市内では

やられなかったですけれども、瀬戸町でやられたプレミアムダ

イニングは城川町の方が出られて料理をされた方もおられま

す。そういうような意味で、取り組みとしてご指摘いただいた

ように、あまり市内・市内というふうに固まらないでというこ

とも念頭に置きながら、取り組んでい行きたいというふうに思

っております。以上です。 
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予算書 142頁の観光費にあります「SEA TO SUMMIT」事業 600

万円についてお尋ねをしたいと思います。昨年の９月に行われ

たのが四国で初だったというふうに記憶をしております。それ

で、２年連続の開催ということなんですが、まず、これ、だい

たい何名くらいの参加者を想定しているのか、お答えをいただ

きたいと思います。 

只今の源委員の「SEA TO SUMMIT」事業の大会参加者が何人く

らいかという質問でございますが、この「SEA TO SUMMIT」、

全国で今年度が 12 の地区が全国で手を挙げております。今年度

も四国では西予市だけでございまして、この大会自体が先ほど

も申しましたようにトップクラスの総合アウトドアメーカー・

モンベルさんが一緒に提携して行う事業でございまして、だい

たい 100人程度を、100 組かということを基本にしております。

それはなぜかといいますと、100 組を超えてしまうと実施する主

体になかなか負担がかかるということで、おおよそ 100 組とい

う形にしておりますが、100 組といいましても１チームが５人が

あったりとか 10人があったりしまして、全体総数では 150 にな

ったり 200 になったりという場合もあります。西予市といたし

ましても、この基本的なことでの 100 組を原則に開催したいな

と考えております。 

昨年の参加者が恐らくそれ位だったと思いますので、それくら

いを想定されているということで説明いただいてありがとうご

ざいました。続けて、委員長かまいませんでしょうか。そした

ら次は、140頁の商工業振興費のうち「経済振興資金供給モデル

事業」2,001万 8,000円についてお尋ねしたいと思います。この

事業、平成 26 年の補正で、いわゆる地方創生の分で予算化され

て、27 年度は残念ながら実績がなく、今年度に入りまして、１

月ですか、説明にあったとおり２社応募があってはじめて事業

が採択されたという形になっているかと思います。前回も私、

これ委員会の場で質疑をした記憶があるのですが、なかなか金

融機関、伊予銀行さんだったと思うんですが審査に加わってい

ただいたのが。なかなか難しいところがあるのではないかとい

うことも感じております。来年度予算額を 2,000 万円というこ

とで減額せずやっていくということは強い意志を持ってこの事

業を進めていかれるだろうと考えているのですが、どうやって

そういった操業に対する手助けといいますか、いわゆる事業の

採択を受けるような事業者、そういうとことコンタクトを取り

つつ事業化していくのか、そのあたりの基本的な考え方をお聞

かせ願いたいと思います。 

只今、源委員より経済循環モデル事業の質問がありました。質
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問の中にもありましたように、今年度２件の事業を採択してお

ります。採択要件の中に、源委員からもありましたように売上

の２分の１以上を市外から計上できる計画であるということが

第１点と、資金は１事業に上限 2,000 万円ということで、もう

１つが資金の出資額は金融機関の融資額の２分の１以内で限ら

れております。それと、市の出資額と同額程度は西予市内で資

材調達を行うという、かなり認定的には厳しい事業要件を付け

てはおります。これが、全国でも珍しい、市が民間のあたらし

い発想の事業の中に出資するということでの事業でございます

ので、これだけの条件はかならず必要かなということではじめ

たところでございます。また、審査におきましても先ほど伊予

銀行さんという話がありましたが、審査委員につきましては市

内の金融機関さんと農協、それと県の信用保証協会・商工会と

市の部長クラスの10名で審査を実施しているのが現状でござい

ます。この事業をいかに推進していくかということの質問であ

ったかと思います。西予市では、今年度から県と各種団体との

協力によりまして「よろず相談所」というのを月に１回、西予

市内の会議室で相談を設けております。この事業が結構好評で

ございまして、月１回午前と午後に分けてやるんですが、必ず

５件・６件といった相談が寄せられております。件数がちょっ

と多くなりましたので、来年度４月からは月２回行うようにし

ております。今回、うちの経済振興課の中でも事業で活性化４

事業とかですね、そういう市のいろんな事業もほかにございま

すし、県のいろんな補助事業もございます。そういったあたり

で、実際に相談にこられた方々と市と一緒に協議しながら展開

していくような方策でいま進めているところでございます。 

只今の源委員のご質問でございますけれども、事業の採択につ

きましては、いま課長が詳細をいたしましたけれども、当初予

算に2,000万円という金額が出ておりますのは上限金額を2,000

万円に定めておりますので、当初予算で上限金額がない状況で

は事業をして成り立たないということで載せさせていただいて

おります。事業の内訳につきましては、国の地方創生交付金を

1,000万円、西予市の地域振興基金からの繰入金を 1,000万円充

てた形での予算計上でございます。現実問題といたしましては

平成 29 年度２件、先ほど説明いたしましたように立ち上げがあ

ったわけですけれども、490 万円と 200 万円でございますので

690万円ということで、現実的には２千万円までの上限額までは

届いておりませんけれども、当初予算という中での予算計上だ

というふうにご理解いただいたらと思います。以上です。  

予算書 142頁の観光費ですけれども、「かっぱＭＡＴＵＲＩ事業」
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「宇和れんげまつり事業」「乙亥大相撲事業」「どろんこ祭り事

業」「奥地の海のかーにばる事業」といった旧町からの歴史ある

事業があるわけですけれども、「昨年度もやっているから本年度

も」というような発想ではないともちろん思いますし、１回１

回のお祭りの後に、それぞれ反省とか来年度に向けてとか、そ

ういう、多分、意見も出ているのではないかと思っているので

すが、せっかく各旧町課長さんも見えられておりますので、そ

ういう所の出てきた意見とか、例年これだけ長い間している事

業に対して地元の方でこんな意見があるよとかいうのがあれば

お聞かせ願えるとありがたいかなと思います。 

暫時休憩（午前 10 時 08分から午前 10 時 10 分） 

～支所課長より順に答弁～ 

二宮委員の質問について説明いたします。「かっぱＭＡＴＵＲ

Ｉ事業」なんですが、今年度 29 年度で 30 回の記念行事を迎え

ます。それによりまして、今年度は、明浜はちりめん漁業が盛

んな町であります。それを、イベントの目標として行う予定で

ありますが、海上にちりめんダッシュということで、ネットを

張りまして、その上を走るスポーツであります。今年はまだま

だ、内容については詳細には決定しておりませんが、その上を

走ってタイムトライアルをするイベントを実施予定でございま

す。それと、先ほどの質問で、いままでのマンネリ化をしてい

るのではということでありますが、これにつきましてはイベン

トの反省会におきましていろいろあります。明浜は、最後にカ

ラオケ大会を催しておりますが、これにつきましても一般の

方々のカラオケ、好評であります。それと、有名歌手を呼んで

きて行っておりますが、これにつきましても予算もありません

のでいろんな方々のご協力を得て低額で行っております。合併

当時より予算もだんだん落ちておりますので、工夫をこらして

今後進めて行きたいと考えております。以上です。 

近年「宇和れんげまつり事業」は、なかなかれんげの花が咲か

ない祭りというふうに言われておりまして。それでも、昨年は

見事なれんげが咲きました。いろいろこれまでにも工夫をしな

がら種まき・おこし・消毒などいろいろやりながら、種の品種

をかえたりもして、昨年度はきれいに花が咲きました。この花

を咲かせることがこの祭りの一番ではないかなと思っておりま

して、今年も昨年と同じような品種の種を蒔いたんですが、長

雨がたたりまして、なかなかいま現状的に難しいところでござ

います。実際に、土壌自体も低いところで水が溜まりやすい土

地でございますので、そこいらへんの土地の条件も本来ならば

移動的なことも必要ではないかという意見も出ております。そ
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れから祭りの中で「マンモス」がイベントの中の目印の一つで

あり、ＪＲからも国道からも見られるものとなっておりますが、

このマンモスは今年一年間ずっとあそこにいてくれました。田

植え時期のマンモス、冬の雪の中のマンモスというような形で

写真愛好家さんがかなり多く見えられております。また、ＪＲ

の協力によりましてスポットライトを当てての取り組みもやっ

てみました。今後もマンモスが１年間ずっといて、いつでもお

客さんが楽しめるような祭りにしたいなという意見も出ており

ます。それと、今年度から１点、あらたに変えたものが、市内

の出店者の皆様にご協力をいただくということでして、これま

では市内の道路上に物品を販売する場合の出店のテントの設営

等は市職員・実行委員会がやっておりました。それを、実行委

員会の協議の中で自主性を基本として「自分たちがやるぶんは

自分たちで大会を盛り上げていこう」ということで、自分たち

が用意したテントで行うというような形で今回あらたに取り組

みを考えて、今進めているところでございます。かなり４万・

５万というお客さんがこられて、出店者の方々より「かなりい

い利益になる」という話も聞いております。自分たちの祭りは

自分たちで、という方向で実行委員会の方針が固まりましたの

で、そういう方向で進めるようにいたしております。以上答弁

とさせていただきます。 

「乙亥大相撲事業」なんですが、昨年の 11 月に第 165 回の「乙

亥大相撲事業」を開催しました。今年は、当然 166 回目という

ことでかなり長い歴史のある大会となっております。今年もで

すね、先ほど和氣経済振興課長のほうからもありましたように、

稀勢の里と輝のほうを予定しているのですが、今週の 16 日・17

日に私を含め観光協会６名が大阪場所のほうに力士の招聘に行

く予定でございます。稀勢の里は３回目、輝につきましても、

幕下のときに達という名前で野村のほうに来てくれておりまし

て、大変地元にもなじみが深い力士となっております。片男波

の玉鷲もおそらく来るのではないかと言っているのですが、「乙

亥大相撲事業」、ご存じのとおり歴史が古い関係で、当然大会

が終わりましたらすぐに反省会を行いまして次年度の計画を立

てて行っております。当然、予算につきましても西予市のほう

からも今年 340 万円の予算を組んでいただいておりますが、総

額でいいますと 1,000 万円を超えます。その予算の確保も、各

スポンサーのほうに県内外、県外のほうのスポンサーあちこち、

新規のスポンサーも当たりまして。当然ちぬやさんも大口のス

ポンサーにはなるんですけれどもお願いをして、そこいらへん

の後援といいますか、そこいらへんのお願いをしている状況が
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毎年ありまして。私も昨年野村支所に来ましてあちこち行かせ

ていただいたんですが、大変協力的なスポンサーが多くてあり

がたく思っております。毎年、２日間で５千人から６千人の入

場者もおりまして、これは未来永劫ずっと続けていきたい歴史

ある大相撲大会ですので、ぜひとも今後ともご協力をよろしく

お願いしたらと考えております。 

（暫時休憩午前 10 時 17 分～午前 10 時 20 分） 

「どろんこ祭り事業」につきましてご説明をさせていただきま

す。このお祭りにつきましては、実行委員会を通して開催をし

ております。ここ最近では、７月の第１日曜日に開催をしてお

ります。西予市を代表する全国的に有名になってきております

伝統行事ですが、あくまでも地元主体の形で取り組んでおりま

すが、行政としましてはできるだけ長く継続してやれるように、

ほうぼうで取り組んでおります。地元の取り組みの中では、牛

の確保とかいろんな問題が出てきておりますが、地元だけでは

できないことについては、城川町内に拡大しながら取り組んで

もらっております。その中で、午後の行事でありますので、で

きるだけ１日、ここに来ていただいた方が満足してもらえるよ

うなお祭りにしたらというようなことで、実行委員会の中でも

意見が出ております。そういったこともありますので、27 年度

から近くにあります茶道を利用しまして、茶道ライブ、または

城川町内にあります特産品をおもてなしの心といいますか、お

茶の接待などを含めた催しなども計画して進めているところで

す。例年、3,500名から 4,000名来ていただいておりますが、多

いのはカメラマンの方々が多いわけですが、実際にはそれ以外

の方、お子さんなど含めて来ていただけるようなお祭りにした

いと考えております。 

「奥地の海のかーにばる事業」ですが、今まさにこの事業につ

きましては大きな転換期を迎えております。28 年度、それまで

目玉イベントでございました「豚のロディオ」が諸般の事情に

より終了となりました。それによりまして、29 年度より新しい

イベントを秋口からイベント実行委員会を重ねまして協議をし

てまいりました。まだ、最終的な決定には至っておりませんが、

いまのところ方向性といたしましては、あらかじめ一般の方か

ら公募をして、オンリーワンの何かを発表してもらう、そのよ

うな発表の場を設けてみてはどうか、という方向で話が進んで

おります。それは何でもかまいません。歌であろうが踊りであ

ろうが、ダンス、あるいはバンド演奏、あるいは漫才等のお笑

いでもなんでもかまわない、そのような発表の場を設け、そこ

で審査をして順位を付けたいというようなことで考えておりま
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す。また、従来行っておりました「海上亀渡り」につきまして

も優勝者が固定化をしてきたというようなこともありましたの

で、内容もリニューアルいたしまして、29 年度からあらたな海

上亀渡りを実施したいと考えております。 

それぞれの地域の５つの事業につきましては、いま課長が申し

上げましたとおりでございますけれども、全体で 1,500 万円強

くらいの予算でございます。ただ、各地域にはそれぞれ過去か

ら続いてきた事業があるんですけれども、旧町で１つという形

での支援をさせていただいているところです。これは、行政が

直接取り組むイベントとは若干異なりまして、地域の中での過

去の歴史とかいう部分と繋がりも大変多いところがございま

す。継続していくことによってその地域の活力を生み出してい

こうということでの取り組みでございます。集客力は先ほど各

課長が申しましたようにかなりの方が訪れてきていただいてお

ります。西予市を少しでもＰＲしていくための１つの取り組み

としては、旧町地区に１つずつは取り組んで行こうということ

で、しばらくの間はこういう形の取り組みを継続していきたい

と思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。以上

でございます。 

今までに旧町地区５事業の各課長並びに二宮部長の説明が終わ

りましたけれども、これに対する何か質疑がありましたらお受

けいたしたいと思います。 

昨年の決算特別委員会の折に、市内にこういうお祭りがたくさ

んあって市外からのお客さんもたくさん来てもらっているんで

すけれども、例えばれんげ祭りですと前日に前夜祭で花火があ

って、それもシーズン的には一番早い花火大会ということでか

なりのお客さんが来るんですけれども、当日の夜に帰ってしま

う。また、翌日の朝にはたくさんの人が来るということで、な

んとかこういうお祭り、宿泊を伴うお祭りを考えてもらえまい

かという話が決算特別委員会であったと思うんですけれども。

そのあたりは何かしら、行政がプランを立てることではないん

ですけれども、民間の旅行会社などに橋渡しなどをそういうこ

とを考えてはいらっしゃらないでしょうか。 

たしかに、信宮委員が言われましたように１日限りで終わるよ

りは前泊をしていただくとか、その日に泊まっていただくとか、

違う意味での経済効果も狙っていきたいと思います。かつては、

城川のどろんこ祭りもですね、前夜祭というものをやっており

ましてできるだけ泊まっていただこうという取り組みをしたこ

ともございます。現在行っていただいておりますれんげ祭りに

ついても前の日に花火大会が実施されておりまして、これも非
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常に多くの方が来ていただいている。なおかつ、地域の方も自

力で取り組みを継続していただいているようなことで、そこい

らへんをうまくこうマッチングといいますか、せっかく来たら

泊まって翌日見て帰ろうか、というところへ繋げていただくこ

とは非常に大切だと思いますので、それぞれの実行委員会あた

りにもですね、そういう宿泊を伴うような形での取り組みを検

討していただきたいとお願いをしていきたいと思いますし、ど

ろんこ祭りの場合には量的には知れていますけれども、遠くか

ら来るカメラマンの方が多いものですから、ロッジとか近隣の

宿泊施設は今のところ一杯という状況で続いているというふう

にも伺っているところでございます。以上でございます。 

～進行を副委員長に交代する～ 

私は三瓶ですので、三瓶のことをこの場で言うのはどうかと思

うんですけれども、先ほど滝野課長の説明の中で、オンリーワ

ン、それからいま考えられるのがカラオケ・舞踊、それからも

う一つ言われましたが、私の個人的な考えと産建委員長として

の考えですが、やはり「奥地の海」というネーミングが付いて

いますので、やはり海に関係したオンリーワン的なものを。例

えば、看板を作成してクイズ形式のものですね、須崎の海岸は

どうなのかとか、三瓶の海にはどういうものがいるのかとか、

そういう海に関係したようなオンリーワン的な催しはどうかな

と。余談になりますが、三瓶は豚と真珠ということで、真珠が

負けて豚の町になってあれをされたと思うんですけれども、先

ほど課長が言われたようにいろいろな事情があって28年度で終

わりましたけれども、今後やはり奥地の海、三瓶町独自のよう

なそういう催し物をぜひ考えていただきたいなと、このように

思います。それと、もう１件「乙亥大相撲事業」の件ですけれ

ども、暫時休憩の上で言いましたけれども、今度 166 回大会、

課長の話では稀勢の里、横綱さんが来られます。それと輝、ひ

ょっとすると玉鷲ということですので、去年と同じ予算になっ

ていますけれども、もう少し手厚い予算を今後補正予算あたり

で検討していただいて、来られた力士さんにもう二度と乙亥は

いかんぞと、あんなことではと言われないような、永久的にあ

そこへ行けばと。一説には、あそこへ行けば出世が早いという

定説もあるようですので、そういうふうな力士さんに期待を持

たせるような、持っていただけるような事業予算をぜひ委員長

として要望をしておきます。 

～進行を委員長に戻す～ 

最後と決めつけたら悪いので、最後になるかなと思いますけれ

ども、ちょっと関連の質問になって大変申し訳ないのですが、
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予算書の 141頁、４目観光費のうち、観光協会・事務運営事業、

本会分の 2,040 万 2,000 円について関連の質問になります。ち

ょうどいま、いわゆる西予市のゆるキャラということで「せい

坊」のほうが様々な場面で活用をされていると思うんですけれ

ども、実際いわゆる商品等に使う場合、初年度が５千円、翌年

度からは年１万円という形でいま使用料がかかる形になってい

るかと思います。これ、平成の 25 年ぐらいに定められているの

ではないかと記憶しているんですけれども、何件くらい、おお

よその人数、まあ細かい数字は急なんであれなんですけれども、

何件くらい使用許可の申請があり、現在使われている団体とか

商品があるのかわかりましたら答弁をお願いいたします。 

只今の源委員の観光協会事務事業の分でございますが、その中

の「せい坊」の使用申請の質問についてご説明申し上げます。

手持ちの資料を持っていないため、全体の総数をいますぐとい

うわけにはいかないんですけれども、１点は西予女性の会が使

われております「せい坊クッキー」１個 100 円で売っているも

のでございますが、それに使われている申請が１件ございます。

あと市内のパン業者さんが「せい坊パン」をつくられてる分が

２件あると記憶しております。それと、ちょうど今年度新たに

２件申請が出た状況で、シーサイドサンパークさんのみかん関

係の方に使いたいというのと、市内の酒屋さんのほうもパッケ

ージに使いたいということで１件出てきております。現在私の

ほうで把握しておりますのがこの４件でございます。先ほど源

委員が言われているように、利益に伴う場合の「せい坊」を使

用する場合に申請がありましたら、１年目はお試し期間という

こともありまして１年目５千円、２年目からは１万円いただく

というような方向で要綱上決めさせていただいて運用しており

ます。利益等に関わらない場合につきましては、「申請だけ出し

てもらいましたら誰でも使ってかまいませんよ」というような

ことにしております。以上、答弁とさせていただきます。 

暫時休憩（午前１０時 34分～午前１０時 35 分） 

例えば愛媛県のキャラクターであります「みきゃん」なんです

けれども、これは無償になっておりますし、そもそも無償の先

駆けと言われたのが熊本県の「くまモン」、これがキャラクター

をつくった当初からフリーにして、そこからだんだん広がって

きたかなと考えております。ちょうど昨年の秋に松山市のほう

で「ゆるキャラグランプリ 2016」が開かれて、高知県須崎市の

「しんじょう君」がグランプリを取られたと思うんですけれど

も、須崎市もグランプリをとってから無償にされたと聞いてお

ります。今後、観光協会の規約というか要綱でございますので、
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小野委員長 

観光協会内部でそういった使用料について協議検討をいただけ

ればと思いますので、この場で申し添えておいたらと思います。 

只今、源委員から質問のありましたゆるキャラの使用権につき

まして、おっしゃられましたように県も無償ということで「く

まモン」についても無償ということでございます。この「せい

坊」の使用要綱をつくったのがちょうど平成25年ということで、

当初いろんなところで全国でこのゆるキャラが出た状況の中で

乱雑になってはいけないというふうなこともありまして、お金

を取って申請を受けて出していくというような要綱をつくって

おります。主体は観光協会でございますので、いろんなところ

にＰＲできる方向といたしましても観光協会として要綱の改正

等協議をさせていただくようにしたいと思っております。以上、

答弁とさせていただきます。 

ほかに質疑はございませんか。質疑もないようでございますの

で、質疑を終結し採決に移りたいと思いますがこれにご異議ご

ざいませんか。異議なしと認めます。それではお諮りいたしま

す。議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算（経済振興

課所管分）について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。挙

手全員です。当委員会といたしましては、原案どおり可決する

ことに決しました。 

暫時休憩（午前 10 時 37 分～午前 10 時 48分） 

【下水道課】 

議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算について、下水

道課所管部の説明を求める。 

議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算について、資料

に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は

ございませんか。質疑もないようでございますので、質疑を終

結し採決に移りたいと思いますがこれにご異議ございません

か。異議なしと認めます。それではお諮りいたします。議案第

30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算（下水道課所管分）につ

いて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員です。当

委員会といたしましては、原案どおり可決することに決しまし

た。 

議案第 36号 平成 29年度西予市農業集落排水事業特別会計予算

について、説明を求める。 

議案第 36号 平成 29年度西予市農業集落排水事業特別会計予算

について、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は
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ございませんか。 

一般会計からの繰入金が集落排水の場合３億と300万円あまり、

それと先ほどの公共下水ですけれども、公共下水のほうに２億

3,000万円、それぞれの加入の戸数はわかりますでしょうか。そ

れと、公共下水にも集落排水にも入っていない方の戸数がわか

ったら教えていただきたいのですが。 

暫時休憩（午前 11 時 00 分～午前 11 時 02 分） 

信宮委員のご質問に対しご説明申し上げます。農業集落排水の

接続人口でございますが、7,054 人となっております。接続率は

79.4％、これは 28年３月末現在の数値でございます。 

先ほども公共下水のほう、いくつかの処理区で結構修繕費みた

いなものがかかっているようですが、どこもやはり老朽化をし

ていて、これからもかなり修繕費というものがかかってくるの

ではないかと思うのですが、その場合の公共下水への切り替え

みたいなもの、今後の予定みたいなものは考えておられるのか、

お願いいたします。 

信宮委員のご質問ですが、公共下水への切り替えでございます

が、農業集落排水事業の一番当初に施工した部分につきまして

はもう 20 年近くが経過しようとしております。それで維持管理

の面とか人口減少問題がありますので、近い将来公共下水のほ

うに合併するようになるのではないかと思っております。 

信宮委員がご指摘のとおり、課長のほうからも只今ご説明申し

上げましたけれども、農集の関係については整備以来、結構年

数が経過してきております。加えて人口・戸数が減ってきてい

るということもございます。ただ、それぞれ別の事業で取り組

みをしておりますので、現時点において「どこの処理区を公共

下水に」ということはちょっと簡単にはいかない部分もごいま

すけれども。確かに、元利償還あたりがピーク時を現在過ぎて

おりまして、少しずつ減ってきておりますけれども、区は逆に

指摘がありました修繕費等については増えてきている状況にも

ございます。そのあたりを勘案しながら、今後の状況は判断を

していく必要があるというふうに認識をしております。以上で

ございます。  

いまの農業集落排水の件があったんですけれども、先ほど説明

の中で浄化槽が 60 基の予算ということであったんですが、農業

集落排水に接続されていない家庭、あと普通の浄化槽の家庭の

分の下水については河川のほうに流れるわけですよね。ちょっ

と散歩のときなんかにそういう河川を見ると、ちょっとやっぱ

り生活排水の汚れみたいなものが気になるときがあるんですけ

れども。合併浄化槽であれば、全部生活排水もできますよね。
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ですから、そこのところを今後の取り組みがどうなのかなとい

う、ちょっと心配というか、やはり肱川の最上流の川であるの

で、特に岩木とか多田とかは肱川に流れる一番最上流になりま

すので、そういう水質の件もちょっと心配もしながらなんです

けれども。それも含めた方向性というのはどういうふうにお考

えなのか、ちょっとお伺いをしたいと思います。 

合併浄化槽、いま国の補助・県の補助をもらって年間 60 基は計

画しておりますが、近年 40 基前後と、計画の 60 基まで満たな

い状況でございます。現在、合併浄化槽の基数が西予市全体で

1,813 基でございます。これは 28 年３月末の状況ですが。今後

とも、広報等で周知徹底するよう加入促進に努めていきたいな

と考えております。 

いわゆる農集と公共下水道が整備されている地域と、整備がな

い地域も実際にはあるわけでございまして、そういう地域は合

併浄化槽を強力にお願いをしていくことになろうと思いますけ

れども、新築家屋についてはですね、私共もあまり心配をしな

くてもですね、ほぼ合併浄化槽に設置をされます。ただ、これ

までの汲み取りの部分から浄化槽への切り替えというのが段々

と高齢化したということもございますし、住宅をやりかえるま

ではないのよ、というようなことでの更新が少ない状況にあり

ます。そのあたりはできるだけの取り組みをしていきたいと思

いますけれども、かなりの地域が浄化槽を入れていただいてい

る。ただ、現在は合併浄化槽のみの設置でございますけれども

過去にはいわゆるし尿処理はしますけれどもお風呂ですとか台

所ですとか、生活排水の全てを合併浄化槽に切り替えているわ

けではございませんので、実際にそういう部分も多少は見受け

られます。それと、集落排水と下水道が整備されている地域に

ですね、浄化槽で今までやっておられる方にできるだけ入って

いただきたいということで、平成 28年度にも割引制度を打ち出

して「いまの時期に入っていただくとこういう特典があります

よ」、というようなことも推進もしてきたところでございます。

これからも折に触れてですね、そういう加入促進ができるよう

な取り組み展開も必要かなと感じております。 

ほかに質疑はございませんか。質疑もないようでございますの

で、質疑を終結し採決に移りたいと思いますがこれにご異議ご

ざいませんか。異議なしと認めます。それではお諮りいたしま

す。議案第 36 号 平成 29 年度西予市農業集落排水事業特別会計

予算について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員

です。当委員会といたしましては、原案どおり可決することに

決しました。 
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議案第 37号 平成 29年度西予市公共下水道事業特別会計予算に

ついて、説明を求める。 

議案第 37号 平成 29年度西予市公共下水道事業特別会計予算に

ついて、資料に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は

ございませんか。 

宇和の処理区の管路整備なんですけれども、若宮・れんげ・上

松葉といわれましたが、あそこらの地形をちょっと考えました

ら、29 年度の事業で若宮団地とれんげ団地は全て終わるような

かんじでしょうか。そこいらひとつ、教えていただいたらと思

います。 

宇都宮委員の質問でございますが、29 年度の事業では、れんげ

団地はほぼ終わる、予算の付きようによってちょっとわからな

いですが、現在計画している予算ではれんげ団地は終わる計画

でございます。それと上松葉の一部。先ほど言われた若宮団地

につきましては、設計委託でございます。 

近年予算が付いて、いわゆる公営企業会計への移行が平成 32 年

度までに行われるのかと思います。私、勉強不足で申し訳ない

のですが、基本的な質問で。例えば西予市の場合、こういった

事業で公共下水とか簡易水道とかいろんな事業があると思うん

ですけれども、今年度平成 29 年度の予算枠をみると、下水道が

約８億円、農業集落排水のほうが４億、簡易水道のほうが１億

５千万とあるんですけれども、農業集落排水事業というのはい

わゆる公営企業会計化といいますか、そこいらへんのことはし

なくていいというか、どういうふうに、おそらく総務省の指導

とか通達みたいな形であるとおもうんですけれども、そのあた

りをちょっとご説明というか、教えていただければと思うんで

すが。 

平成 32 年度からの公営企業会計化の件でございますが、これは

公共下水道について企業会計化、ということで農業集落排水に

ついては現時点ではその予定はございません。 

ほかに質疑はございませんか。質疑もないようでございますの

で、質疑を終結し採決に移りたいと思いますがこれにご異議ご

ざいませんか。異議なしと認めます。それではお諮りいたしま

す。議案第 37 号 平成 29 年度西予市公共下水道事業特別会計予

算について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。挙手全員で

す。当委員会といたしましては、原案どおり可決することに決

しました。 

（暫時休憩午前 11 時 23 分～午前 11 時 29 分） 
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【林業課】 

議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算について、林業

課所管分の説明を求める。 

議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算について、資料

に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は

ございませんか。 

133頁の市の単独林道原材料支給事業 389万 7,000円、これ、生

コンの現物支給ということで、たぶん現物支給を各地区にされ

て、各地区がそれぞれに施工されるんだと思いますか、3,897千

円でだいたいどれくらいの林道の生コン舗装ができるのか、教

えていただけますか。 

只今信宮委員がご質問いただきました 389 万 7,000 円ですけれ

ども、現実を申し上げますと要望にはなかなかお応えできてい

ないのが実情でございます。現在立米あたり１万 7,000 円程度

でございますので、230 立米程度ですから。メーカーで言います

と幅員の問題もありますのであれなんですけれども 230 立米程

度ですので、なかなかご要望いただいた方に行き渡っていない

状況でございます。ただ、林道の場合全線をコンクリート舗装

というのは理想ではございますけれども難しい部分もございま

す。カーブが急なところでございますとか斜面が急なところで

すとか、そういったところへ地元の持ち出しも多少は必要にな

りますけれどもあわせて施工していただくきっかけといいます

か、そういう形での取り組みになろうかと思います。支給した

分で全部が済んでいる状況ではございません。以上です。 

西予全体となるとかなりの林道の総延長があると思いますの

で、これではなかなかかなわないなというのが正直なところで

して、私の地区でも多分 10 立米くらいでしたか、いただけるの

が。10 立米で何メーター打てれるのかなといったら、ほんのち

ょっとなんで。以前は、たぶん切り込みはバラスの支給があっ

たかと思うのですが、今はないのでしょうか。 

只今のご質問ですが、現在支給しておりますのはコンクリート

だけとなっております。ただ、要望上はヒューム管とか横断溝

というのもの支給できるようにはなっておりますので、またご

要望があれば、そこはその地区に応じて対応していくように考

えております。 

わかりました。 

ほかに質疑はございませんか。質疑もないようでございますの

で、質疑を終結し採決に移りたいと思いますがこれにご異議ご
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ざいませんか。異議なしと認めます。それではお諮りいたしま

す。議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算について、

林業課所管分の原案に、賛成の委員の挙手を求めます。挙手全

員です。当委員会といたしましては、原案どおり可決すること

に決しました。 

 

午後０時 05 分をもって、午前の審査を終了する。残りの審査は、

午後１時から第３委員会室にて行うこととなった。 
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開 催 

日 時 

開会：平成 29 年３月 13 日 午後０時 59 分 

散会：平成 29 年３月 13 日 午後１時 55 分 
招集場所 第３委員会室 

付 託 

事 件 
議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算 

出 席

委 員 

小野 正昭 小玉 忠重 信宮 徹也 加藤 美香 
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再開 午後０時 59 分 

【経済振興課所管分】 

議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算について、経済

振興課所管部の説明を求める。 

議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算について、資料

に基づき説明を行う。 

課長の説明は終わりました。これより質疑を行います。質疑は

ございませんか。 

予算書の 151 頁の道路新設改良費になりますが、事業概要で言

いますと次の頁、「市道湯の川・くらぬき線改良事業」2,500 万

円についてお尋ねいたしたいと思います。これ、いただいた説

明資料を見ておりますと、明浜町の高山地区に該当するかと思

いますが、ちょうどいま明浜支所の新規の建設の話が出ている

かと思いますが、それに関係するのではないかとちょっと思う

のですが、事業の内容について少し説明をいただければと思い

ますので、お願いいたします。 

それでは説明いたします。まず最初に初めてこの「湯の川くら

ぬき線」の改良について説明するのですが、最初から説明して

おきます。「市道湯の川くらぬき線改良工事」ですが、防災安全

社会資本整備総合交付金を充てて実施しております。旧高山小

学校の体育館・避難所への道路整備になります。この路線は、

明浜支所建設予定地への進入路でもあります。先ほど、委員の

質問にもありましたように平成 29 年度は延長 150ｍ・幅員４ｍ

の計画をしております。この 150ｍは、今回できます支所周辺部
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の建設になりますが、この周辺部は幅員がとても狭く、現在高

山小学校プール跡地がこれから職員駐車場にもなる予定でもあ

りますので、そこの道路改良が急務であるということから 150

ｍの計画をしております。現在、いまの状況をお話しさせても

らったらと思うのですが、28 年度の進捗でありますが、この物

件補償・用地交渉は済んでおりまして、いま現在取り壊しが急

ピッチで進められております。これは、順調に進んでいると思

います。３月中に工事の発注を行いまして、29 年度中に道路改

良を完了したいと思います。いまの計画でいきますと、30 年度

から建物の新築工事がありますので、いまのスケジュール、タ

イトなスケジュールになりますが進めていきたいと思っており

ます。以上です。 

いま、山下課長より用地交渉が終わったという話に触れていた

だいたんですけれども、非常に苦労というか、長らく交渉され

て本年度うまく話がまとまったということを風の噂でききまし

て。支所建設といえば、特に明浜支所の場合老朽化もそうです

が、やはり海岸端にある、いわゆる津波の影響を一番受けるだ

ろうというところで、なかなか土地の件も含めてもですけれど

も今回まとまってよかったなというふうに安心をしているとこ

ろでございます。今後も平成 30 年度という話も出ておりました

が、事業のほうがスムーズに進むことを期待しておりますので。

以上で質疑とさせていただきます。 

私もちょっと市道改良の「市道石城地区 209 号線改良事業」の

件で、いま石城地区のど真ん中を横切るというか、道路だと思

うんですけれども永長方面からも舗装もしてきて、あと橋の部

分かなとは思うんですが、ちょうどこれ、ナベヅルがあの辺に

いつもだいたい滞在して。私も犬の散歩のエリアだったんです

けれども、遠慮して最近は通らないようにしているんですけれ

ども、あれは全部橋がつながったら、結構スピードを出して車

が道路を通るのではないかなと。中川のほうのカントリーの道

路みたいな感じになるのではないかなという、ちょっと心配を

していまして。そういうナベヅル・コウノトリとの関連部署と

の話というのはありますかね。ちょっと、心配している人もあ

りますので。 

今ほどの岩城地区 209 号線道路改良に関しまして、ナベヅル関

係のことがございますので、環境衛生課のほうと調整をしなが

ら工事時期についても調整しながら、また地元の関係者のとこ

ろと協議して進めている状況ではございます。  

計画どおりしたら、全部つなげる計画は計画ということでいい

んですね。 
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橋梁分については本年度下部を行いましたので、今後 29 年度に

おいては上部のほうを続けて時期を調整しながら実施する予定

でおります。  

暫時休憩（午後１時 24分～午後１時 32 分） 

ちょっともう１点、市営住宅の件でお伺いしたいんですけれど

も。先ほど説明があったように「高齢者向けの住宅」とかいう

ふうな計画をされているんですが、現存の市営住宅に入られて

おられる人は結構長い間住まわれておって、高齢者で３階にお

られる人が当初は良かったんですけれども、いまちょっと階段

も大変なんよ、ということで開いていたら１階とかにしてくれ

んかなという話も多分しているのではないかと思うんですが、

その時に費用が発生するというようなことで説明を受けて、そ

のまますんなり３階から１階に、みたいにはできない、という

ことを言われた人がいたのですが、同じ建物じゃなくても何棟

かあってその同じエリアに移動する場合はいいのではないかと

思うんですが、その辺の規則というか条例というか、というの

ができない理由なのかちょっと教えていただきたいなと思いま

す。  

居住している住宅をかわるという所で、１回退去という形にな

りますので、住まわれていたところの修繕関係をお願いするよ

うな形になります。ふすまの張替えとか、畳の修繕等の経費が

発生することになりますので、経費が掛かるというようなとこ

ろになってくるかと思っております。 

暫時休憩（午後１時 34分～午後１時 35 分） 

155 頁の都市計画の見直しになろうかと思うんですけれども、こ

れ、年数が来て、多分国のほうから見直しなさいということだ

ろうと思うんですけれども、その一番のメインは多分防災、南

海大地震を見越しての見直しになろうかと思いますけれども、

都市計画の区域になると、いままで私も議員をして経験したん

ですけれども、これにかかっているばかりに、「これは使っては

だめ」「あれも使ってはだめ」とかいう結構制限がかかる場合が

ありますよね。せっかく見直しをされるんだったら、そこらも

含めて柔軟な今後の用途の変更とか、そこらのことを考えて変

更をしていくべきじゃないかなと思うんですけれども、そこら

はどうお考えなのかお願いいたします。 

用途区域関係の部分につきましては、一部見直しをかけるとこ

ろで調整をかけていきたいと考えております。また、都市計画

区域マスタープランの都市計画区域につきましては、宇和・野

村・三瓶に区域指定をしておりますけれども、今回策定します

マスタープランについては、西予市全域を対象としたまちづく
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りのところを計画の中に盛り込んでいきたい、というふうなと

ころで大きく違う点が発生しております。 

ちょっと後のほうでお伺いした、その、マスター計画をつくっ

た後の用途の変更に係る部分、そこら昔のままだったら、いろ

いろ制限があって扱いづらい面があったと思うんですけれど

も、せっかく今回変更されるんだったら、そこらもちょっと考

慮したうえで変更すべきじゃないかなと思うんですけれども、

その点についてもう一回お願いします。 

暫時休憩（午後１時３７分～午後１時４１分） 

用途地域指定につきましては、今後の協議の中で調整を図りな

がら進めていきたいと考えております。 

ちょっとあまり詳しくないので、質問が適当かどうかわからな

いんですけれども、林道として開設した道路で市道になってい

るというふうなところで、ほとんど利用する人もいないんです

けれども、たまに通ってみると今頃の大水とかで傷んでいる道

路が、掘り下げられたりとか、いうふうなことになっていると

ころがあるんですが、そういうところの修理の仕方というのは

どういうふうな方法で建設課のほうに申し入れたらいいのかな

と思っているんですが。いま、現実的にそういったところがあ

るのかどうか、併せてお願いしたいと思います。 

林道部分については建設課所管で維持修繕につきましては対処

ができないというところがあるんですけれども、過去の事例と

して林道を市道に認定をいたしまして市道として管理している

路線はございます。ただ、基本のところの部分で、他事業で整

備したものについては市道認定をしないというようなところを

取っておりますけれども、路線によっては生活道路要素が高い

部分については市道認定委員会のほうで検討していただいて市

道認定させていただいている現状でございます。 

いま現在、市道になっているところについてはどうでしょう。 

いま現在市道になっているところにつきましては、助成等を含

めて建設課のほうで協議させていただいて実施しているところ

でございます。 

暫時休憩（午後１時 44分～午後１時 47分） 

予算書の 153 頁の５目、橋梁新設改良費のうち、橋梁長寿命化

修繕計画策定事業 4,500 万円についてなんですけれども、平成

23 年２月に、以前、愛媛県西予市橋梁長寿命化修繕計画が策定

されていると思うんですけれども、今回この 4,500 万円がかか

るということは結構しっかりした計画をつくられるのではない

かと思うんですが。いわゆる委託してやられると思うんですが、

基本的に先ほど予算の説明の中であった 671 橋を、たとえば本
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当に細かく、この橋はたとえばやるとか、そういうことまで突

き詰めて今回計画を立てられるのかというのと、以前つくられ

た分とどういうふうな関係性があるのかということをちょっと

教えていただいたらと思いまして。 

いまほどご質問にありました橋梁長寿命化修繕計画策定事業で

ございますが、橋梁点検につきましては５年に一度、ずっと橋

梁点検をし続けないといけないという状況になっております。

ですから、今回 4,500 万円をあげさせていただいているのは、

60 橋の現場の点検検査用をしていくというところの経費になり

ます。もう１点の 3,500 万円については、その点検をして状況

が悪い橋梁１橋の修繕工事と、２橋の詳細設計を計画している

状況でございます。 

すいません。計画と書いてあるので、私の勘違いだったようで

すが、その計画に基づいて今回 60橋の点検と、修繕工事を行う

という理解でよろしいでしょうか。 

はい、そういう形でよろしくお願いいたします。 

はい、わかりました。 

住宅リフォーム事業なんですけれども、中身はいろいろ細かい

のがあるみたいなんですけれども、これ、市民の方から言うと

結構評判がいい事業で、補正を組んでいただいた年もあったと

思いますし、そこいらでまず１点目は、今年度また時期が来て

募集をかけて一杯になって、その後補正をする可能性があるの

かというのが１点と、もうひとつはこの中の事業、いろんな分

野がありまして市民の人が知らなかった・後でわかったと聞く

話が結構多いんですよ。そこいら周知の方法をもうひと工夫し

ていただきたいなと思いますので、この２点についてお伺いい

たします。 

いまご質問がありましたリフォーム事業の補正対応も検討にあ

るか、というところでございますけれども、この事業、本年度

で５年を実施する形となっております。今後の補正につきまし

ては、その状況等により考えていく必要があるのではないかと

いうふうに捉えております。あと、事業の周知のところでござ

いますけれども、現時点の周知方法といたしましては広報及び

ホームページでの周知を考えておりますけれども、その他周知

方策があれば、また今後対応していきたいと考えております。 

暫時休憩（午後１時 51 分～午後１時 53 分） 

経の森団地のことなんですけれども、前に入っていた方がどこ

かに異動されているようなんですが、その方が優先的に、また

新たにできた場合、入れるということになるんでしょうか。ち

ょっとその辺をお聞きします。 
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以前入居されていた方につきましては、料金が上昇するという

ようなところも考えられますので、そこは前に入られていた方

との調整を諮りながら、ということになってまいります。 

ほかに質疑はございませんか。質疑もないようでございますの

で、質疑を終結し採決に移りたいと思いますがこれにご異議ご

ざいませんか。異議なしと認めます。それではお諮りいたしま

す。議案第 30 号 平成 29 年度西予市一般会計予算（建設課所

管分）について、原案に賛成の委員の挙手を求めます。挙手全

員です。当委員会といたしましては、原案どおり可決すること

に決しました。以上で、本委員会に付託された議案についての

審査は全て終了いたしました。これにて散会いたします。 

ご起立ください。以上で、平成 29 年第１回定例会産業建設常任

委員会を閉会いたします。礼。 

 

午後１時 55 分をもって、審査を終了する。 
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